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論　　文　　の　　要　　旨

　（1）　はじめに

　本研究はヨ19世紀中葉に設立され。末葉には巨大収容施設へと転化するアメリカ初期知能障害児

学校（Schoo王重or固ots）の歴史研究である。

　（2）本論　アメリカ初期知能障害児学校史の研究

序章：本研究の問題意識はヨアメリカ初期知能障害児李校の歴史的研究を通しての「最少制約的代

替（the1easけes出ct量vea王tern就ive）」概念と「分立（TwoBox）理論」批判の歴史的検討とう

日米知能障害学校史研究の基礎的研究の2点である。

　本研究は歴史的研究法による研究である。19世紀中葉の歴史的現象として成立した知能障害児教

育は，その研究方法としての歴史的研究を不可欠としている。こうした研究はヨ日米両国においてラ

沿革史研究曾理論史研究、杜会史研究の3段階を経て、現在に至っている。本研究は社会史的研究

による。

　1970年代の杜会史的研究は雪歴史的存在である知能障害児学校を歴吏研究の対象としてとりあ

げヨ①実地調査（史料調査、実測。証言聴取）、②研究討議ラ③研究尭表、という研究手続きとラ①

教育思想，②対象ラ③教育方法、④従事者ヨ⑤建築計画、⑥経営ラ⑦地域1杜会ヨ⑧日課ヨの8分

析視点を確立しラ第一次史料による研究となっている。
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第1部　初期知能障害児学校の設立

　アメリカにおける初期知能障害児学校は、19世紀後半の救貧施設における知能障害者処遇問題の

顕在化と、それへの社会的対応として成立する。すなわち、それは成人知能障害者の収容保護を求

める社会的要求に対し、知能障害児への教育機会の均等の原理と生理学的教育法による地域復帰を

目指した教育1訓練の場として初期知能障害児学校の設立として具体化した。

　こうした初期知能障害児学校（Massach鵬e丈ts校1848雪New　York校1851ラpe孤鵬y1v独亘a校

五853，○hio校1857ラC㎝鵬ct1c就校1858ヨKe就㏄ky校1860雪n1inois校1865）は、①貧困家庭（救

貧対象）の知能障害児を対象としヨ②教育の機会均等と人問としての平等の原理のもとにヨ③生理

学的教育法による地域復帰を目的として，④都市に設立された，⑤小規模実験学校（公立）ラという

ことをその特徴としていた。

第2部　初期知能障害児学校の変質

初期知能障害児学校のあゆみはヨ社会的1経済的問題としての成人知能障害者の収容保護と教育の

可塑性のある知能障害児の教育という2つの矛盾する要求によって規制される。具体的には、知能

障害児学校専門教育施設論（S．GlHoweヨH．B．W11b岨）と害知能障害児学校収容保護施設論（I．N．

Ker1inヨG．A．Doren）の対立と雪後者による前者の圧倒として止揚される。

　Massach泌setts校（S．G．Howe）とNewYork校（H．B．Wi1b岨）はヨ児童を対象とした生理学的教

育法による地域1家庭復帰を目的とした教育施設のあり方に固執し，児童1成人の混合、大規模化

に批判的であった。これに対しヨpeR蝸y1vania校（亙．N．Keri虹）とヨ○hio校（G．A．DoreR）はヨ当初

から、州内の全知能障害者の収容保護を目的として設立された。またヨMassach鵬砒s州とNew　York

州でもヨ救貧当局からの成人知能障害者の収容を求める声が、ますます強くなっていった。こうし

たなかで，1875年にはヨI．N．KerhnとS．G．Howeとの問に害イギリスの大規模収容施設の評価をめぐ

る論争がおこる。ついで害1875年の全米知能障害児学校長会の会長のH．B．W1lb岨から争G．A．Do撒

への交代でもってヨ知能障害児学校収容保護施設論が支配的となる。その仕上げがラ1884年のI．N．

Ker1i蕊の知能障害児学校経営論であった。

　かくて害1870年代からラ初期知能障害児学校の収容保護施設化が急速に進展する。ここでの特徴

はヨまずヨ①対象における多人数化雪年長化，障害の多様化ラ②生理学的教育法の後退と教科教育ヨ

職業教育の導入ヨ③分類処遇と経済効率の強調ヨ及び、④園内自立と生涯隔離論の成立にあった。一

そのためにラ1，200人～1，500人規模の巨大施設化が指向された。

　（3）まとめと考察

　アメリカ初期知能障害児学校は事19世紀後半の救貧問題としての知能障害者問題への社会的対応

として成立した。それはラ知能障害児に対する教育の機会均等という理念とヨ生理学的教育法によ

る杜会復帰という方法論によっていた。

　一方ヨ19世紀中葉の知能障害者処遇問題はヨアメリカ社会の産業の高度化ヨ都市化にともなって

生じた近代的貧困にもとづく構造的杜会問題であった。こうした知能障害者問題は、初期知能障害

児学校を成人や重度障害者を含む収容保護施設へと転化させた。ここでの特徴は，大規模化と分類
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収容ラ経済性の原則にあった。

　こうしてヨ初期知能障害児学校は、19世紀末には一般社会から分立（Two　Box）の人権と発達の

制約的環境（the鮒st肥strictive　envir㎝ment）となる。これがラ20世紀中葉の知能障害児学校

批判ヨ脱施設化政策の対象となる。

　かくてヨ本研究の結論は、①知能障害者処遇問題はヨそれぞれの時代の社会問題であることヨ②

19世紀中葉の初期知能障害者学校運動は雪知能障害者処遇問題をラ教育の機会均等ヨ教育の理念ラ

教育方法の問題としてとらえたことラ③そのことがラ成人知能障害者処遇問題を未解決のまま後に

残すことによって、初期知能障害児学校の収容保護施設化の要因となったこと，④19世紀後半の知

能障害児学校収容保護施設論は、知能障害者処遇問題をもっぱら安上りに処理しようとしたために。

そこに人権無視，虐待問題が生じたことヨ⑤したがってヨ今後の知能障害児教育論は、初期知能障

害児学校の理念と経営論を正しく評価しながらラそこに欠けていた社会的視点をとりいれることが

必要であること，の5点にまとめることができる。

　（4）残された課題

　本研究は，主として雪アメリカ初期知能障害児学校にかかわる史料を中心としていたために。コ

モン1スクールをはじめとする関連諸制度との比較考察が十分ではない。また害統計や事例の選択

などラ多くの課題を残した。これらはヨいづれ、機会を得てヨ今後追求していきたい。

審　　査　　の　　要　　旨

　本論文は、著者がアメリカに2回，ヨーロッパに2回、長期または短期の出張をしてラ第一次資

料を収集し、整理国分析の結果をまとめ上げた歴史研究である。その主たる内容はヨ知能障害者に

市民としてのすべての権利を平等に認める立場からヨその主たる生活の場（Mぬstrea㎜）の中に教

育は用意すべきであるとする現代の知能障害者教育の当面する間題をヨ歴史的に究明しようとする

課題意識に支えられてラ1840年代後半から20世紀初頭までのアメリカにおける初期知能障害児学校

の成立の過程を分析したものである。

　この課題を究明するにあたってラ先行研究の収集とその批判はよく行われており、論文の構成も

全体として有機的に構造化されていて論文の目的達成上適切であると考えられる。また論文記述に

際しての史料操作も概ね妥当である。以下のことは今後、発展的に追求されるべき課題となるであ

ろうがヨ非障害児を対象にした当時のアメリカにおげる教育の歴史的推移雪ことにコモン1スクー

ノレの設立の動向との関連についての比較考察および本論文でとり扱っている時期のアメリカの教育ラ

なかんずく知能障害児教育の推移状況とアメリカの杜会の政治画経済的事情との関連の分析が十分

には達成されていないと考えられる。

　以上のような残された問題はあるにしても全体としてラ本論文は、アメリカにおける初期知能障

害児学校の成立過程について説得カのある妥当な新しい見解を提出し，当面の論文の課題意図の達
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成には成功していると考えられる。

　よってう著者は教育学博士の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。

一106一


